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号 
   

衆
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員
中
村
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一
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提
出
国
産
自
動
車
並
び
に
外
国
自
動
車
の
使
用
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
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三 

 
衆
議
院
議
員
中
村
高
一
君
提
出
国
産
自
動
車
並
び
に
外
国
自
動
車
の
使
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す 

る
答
弁
書 

（
一
）
昭
和
三
十
年
一
月
七
日
の
閣
議
に
お
い
て
官
公
庁
の
使
用
す
る
乗
用
車
で
新
た
に
購
入
す
る
も
の
は
す
べ

て
国
産
車
と
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
じ
後
こ
の
方
針
に
よ
り
外
国
製
乗
用
車
の
購
入
は
行
わ
な
い
こ
と
に
な
つ

て
い
る
。 

な
お
、
保
有
外
国
製
乗
用
車
に
つ
い
て
も
一
挙
に
全
部
国
産
車
に
切
り
換
え
る
こ
と
は
予
算
の
関
係
上
困
難

で
あ
る
が
予
算
の
許
す
範
囲
内
で
逐
次
国
産
車
に
切
換
を
行
つ
て
い
る
。 

一
例
と
し
て
通
商
産
業
本
省
の
例
を
あ
げ
る
と
昭
和
二
十
九
年
度
の
予
算
に
よ
り
国
産
小
型
車
七
台
を
購
入

し
従
来
使
用
中
の
外
車
八
台
を
整
理
し
た
。 

（
二
）
御
指
摘
の
ご
と
き
超
小
型
乗
用
自
動
車
の
生
産
に
つ
い
て
は
、
現
在
す
で
に
業
界
に
お
い
て
も
数
社
が
企 



政
府
と
し
て
は
、
か
く
の
ご
と
き
業
界
の
動
向
に
即
応
し
新
規
産
業
と
し
て
こ
れ
を
育
成
す
る
こ
と
に
よ 

り
、
関
連
産
業
の
伸
長
、
国
民
雇
用
の
増
大
、
技
術
水
準
の
向
上
等
を
促
進
し
、
さ
ら
に
将
来
に
お
い
て
は
超

小
型
乗
用
車
工
業
を
輸
出
産
業
と
し
て
発
展
せ
し
め
る
こ
と
を
最
終
目
標
と
し
て
、
こ
れ
が
可
能
性
に
つ
き
目

下
事
務
的
に
検
討
中
で
あ
る
。 

画
中
で
あ
り
、
中
に
は
試
作
車
を
完
成
し
た
も
の
も
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




